
 

 
 
 

 
南区文化祭は、区内を拠点に文化活動をしている団体活動の発表と交流の場として、 
また、南区の文化活動の振興を目的に開催される南区の文化の祭典です。 
皆さんの活動の成果を発表し、作品で南区を彩りましょう！ 

 

開催日時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 創作作品展 

令和 8 年 10 月 31 日(土)   11：00～16：00（予定） 

令和 8 年 11 月 1 日 (日)   10：00～15：00（予定） 

     展示の設営 前 日  10月30日（金） 14：00～17：00  または 

当 日  10 月 31 日（土）9:00～10:30 

展示の搬出 最終日  １１月 1 日(日) 15：00～16：30  

 

B 茶 席 

令和 8 年 10 月 31 日(土)  11：00～16：00（予定） 

  ※茶道具の搬入・設営・搬出は 10：00～17：00 の範囲で行ってください。 

令和 8 年 11 月 1 日(日)   10：00～15：00（予定） 

  ※茶道具の搬入・設営・搬出は９：00～1６：00 の範囲で行ってください。 

 

 

内 容 

 

A 創作作品展：絵画・書・手工芸・写真・華道など団体員が自ら作成した作品の展示

及び、出展団体による体験ワークショップ。 

※展示作品の販売はできません。 

B：茶席：組立式の二畳の茶席でお茶を点てます。客席は、立礼（テーブル・椅子席）。 

 

 

場 所 

 

南区役所 1 階 多目的ホール、ギャラリー、エントランスホールほか 

（市営地下鉄「阪東橋」駅 徒歩約８分、京急線「黄金町」駅 徒歩約 14 分）  

 

参加費 

 

1 団体 5,000 円 

※第 1 回部会(7/16)で徴収します。 

※参加費の返金はできませんので、あらかじめご了承ください。 

応募締切 

 
令和８年 ６月３０日（火）必 着  

 応募多数の場合は抽選。出展の可否は全団体にご連絡します。 

第 51 回南区文化祭 
区民創作作品展・茶席募集要項 

※本事業で収集した個人情報は、他の目的のために使用することはありません。 



応募資格 

 

次の条件をいずれも満たす団体 

① 文化祭企画・運営のための部会に参加できる ※部会開催日程は以下参照 

② 文化祭当日の運営（会場設営・受付・撤収等）に協力できる 

③ 南区を拠点に活動する文化活動団体 

 

応募方法 

次のいずれかの方法で応募してください。 
１ 郵送、窓口 

「参加申込書」（区ホームページダウンロードも可能）に記入の上、ＦＡＸ、Eメール、
郵送または直接、南区地域振興課区民活動推進係（区役所６階61番窓口）に提出
ください 

※ＦＡＸの場合は、送受信確認のためお電話でご確認をお願いいたします。  
 
【提出先】〒２３２－００２４ 

横浜市南区浦舟町２-33 南区役所 地域振興課内 
南区文化祭区民創作作品展担当 あて 

T E L ：３４１－１２３８ ＦＡＸ：３４１－１２４０ 
E-mail：mn-bunka@city.yokohama.lg.jp 

 
2 右の応募フォームから直接申込み 
 
 
 

企画・運営・ 

会議等スケ

ジュール 

（予定） 

 
１ 第１回部会 日時：７月16日（木）14：00～15：00 

場所：南区役所１階 多目的ホール 
内容：当日運営説明、役割分担の説明、参加費徴収ほか 

２ 第２回部会 日時：12月10日（木）14：00～15：00 
場所：南区役所７階 ７０４会議室 

             内容：振り返り等 
※部会には、各団体の代表者（１名）が、必ず出席願います。(代理出席可) 
※文化祭の期間中の運営は、各団体（２名以上）に携わっていただきます。 
※事前連絡なく部会及び当日運営に欠席の場合は参加辞退とさせていただきます。 

ご注意ください。  

南区文化祭 

応募フォーム 

※ワークショップ、茶席の概要は次ページに続きます。 
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【主  催】南 区 民 まつり運 営 委 員 会 /運 営 :南 区 文 化 祭 実 行 委 員 会 /共 催 ： 南 区 役 所  
【問合先】南区文化祭実行委員会事務局(南区役所 地域振興課 区民活動推進係) 

T E L ：０４５―３４１―１２３８ ／ ＦＡＸ：０４５―３４１―１２４０ 
E-mail：mn-bunka@city.yokohama.lg.jp   

ワークショッ

プへの参加

について 

 

創作作品展出展団体によるワークショップコーナーを設けます 

参加希望の団体は、 ①～④のうち第 3 希望までご記入ください。 

令和 8 年 10 月 31 日(土)  ①午前の部 １１：００～13：００  

②午後の部 13：３０～１５：３０  

令和 8 年 11 月 1 日(日)   ③午前の部 １０：００～12：００  

④午後の部 12：３０～1４:３０   
                                        (準備・撤収時間を除く)    
 
・ワークショップの企画、運営は、団体で行って 
いただきます。 

・参加費として、材料費実費相当分は徴収可能 
とします。 
ただし、ワークショップの運営にかかる経費、 
スタッフ交通費、謝金等は団体負担とします。 

・詳細については、第 1 回部会でお知らせします。 
  

茶席概要 

１ 茶席の仕様・備品について 
・南区役所１階エントランスホールに組立式の２畳のお茶席を設置します。 
・茶席は、炉・風炉どちらにも対応できます。後日、参加団体間で調整します。 
なお、炉（炉縁含む）・風炉（敷板含む）とも電熱器は設置されています。 

（釜、水指ほかの茶道具は団体でご用意ください。） 
2 お茶席の運営ついて  
・参加団体は、客席（テーブル・椅子席）、 
受付、水屋、待合の設営を含め、運営は団体で 
行っていただきます。 

 ・団体は、消耗品（席菓子、抹茶、懐紙、茶筅等） 
の準備やお茶券の販売により、お茶席の運営を 
行っていただきます。   

 
 

ワークショップのイメージ  
長机 2 本、定員６～10 名程度 

 

茶席と客席の様子 
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